【別紙３】






青森県下水道管路台帳システム導入業務委託

審査要領





令和８年５月


青森県県土整備部都市計画課
１　一次審査（配点：１０点）
　　一次審査は青森県下水道管路台帳システム導入業務委託審査委員会（以下「審査委員会」という。）において以下の通り審査を行う。表１.一次審査評価シートのとおり、１０点満点で採点する。なお、企画提案書については採点外とする。
２　二次審査（配点：９０点）
二次審査は、審査委員会において以下のとおり審査を行う。
(１)　価格点（配点：３０点）
１）　導入費用（配点：１５点）
ア　対象
【様式第６号】見積書（導入費用）
なお、二次審査時は、一次審査時に提出済みのため、再提出は求めない。
イ　評価方法
（ア）　見積書を事務局が採点する。
（イ）　採点は次のとおり計算し、最低見積価格者の得点は１５点となり、その他の者は計算結果に応じた得点（小数点以下四捨五入）とする。
（価格点）＝１５点（基本点）
×（１．０－（（提案見積価格※2－最低見積価格※1）/（予定価格－最低見積価格））
※1全提案者中最も低い見積価格(千円)
※2当該提案者の見積価格（千円）
２）　利用料（配点：１５点）
ア　対象
【様式第７号】見積書（利用料）
なお、二次審査時は、一次審査時に提出済みのため、再提出は求めない。
イ　評価方法
（ア）　見積書を事務局が採点する。
（イ）　評価価格は、導入後１０年利用を想定した利用料の合計とする。
（ウ）　採点は次のとおり計算し、最低評価価格者の得点は１５点となり、その他の者は計算結果に応じた得点（小数点以下四捨五入）とする。
（価格点）＝１５点（基本点）×（最低見積価格※1/提案見積価格※2）
※1全提案者中最も低い見積価格(千円) 
※2当該提案者の見積価格（千円）


(２)　プレゼンテーション評価点（配点：６０点）
ア　対象
プレゼンテーション及びヒアリング
イ　実施方法
開始前に一次審査時の企画提案書を各６部印刷し、審査委員会に配布する。なお、一次審査時からの企画提案書の変更・修正は認めない。
１）　出席者
１提案者３名以内
２）　実施時間
１提案者５０分以内
・プレゼンテーション（デモンストレーション含む） ４０分
・ヒアリング（質疑応答）                         １０分
３）　プレゼンテーションの内容
提出した企画提案書のアピールポイントや企画提案書で表現しきれないイメージなどについて説明すること。ただし、企画提案書と異なる内容の説明は認めない。またシステムの機能確認として、デモンストレーションを行うこと。
４）　その他
次に示す場合は、プレゼンテーション等審査の案内等で別途通知する。
（ア）　オンラインでのプレゼンテーションへ変更する必要が生じた場合
（イ）　実施時間の制約上、プレゼンテーション及びヒアリング時間を短縮する必要が生じた場合
ウ　評価方法
審査委員会において、各審査員がプレゼンテーションの各審査項目を評価し、その平均点（小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁で四捨五入）を得点とする。
１）　審査項目及び配点
表２.二次審査評価シートをもとに審査委員が採点する。

３　優先受託候補者などの選定方法
一次審査（１０点満点）と二次審査（９０点満点）を総合し、１００点満点で評価・採点を行い、合計点数の高い順から優先受託候補者及び次点受託候補者とする。最高評価点を得た者を優先受託候補者とする。提案者が1者の場合及び最高評価点獲得者が2者以上ある場合の契約候補者の選定は、以下の通りとする。
（１）　同点の場合の取り扱い
以下の順に取り扱うものとする。
ア　当該提案者それぞれの「プレゼンテーション評価点」が異なる場合、その得点が高い者から順に優先受託候補者、および次点受託候補者を選定する。
イ　当該提案者それぞれの「プレゼンテーション評価点」が同じ場合、くじ引きにより、優先受託候補者、および次点受託候補者を選定する。
（２）　最終審査結果通知及び優先受託候補者の公表
ア　結果通知
参加者全員に対し令和８年６月１５日（月）までに参加表明書に記載された連絡先に、審査結果と評価点を電子メールで通知する。
イ　公表
参加者数、優先受託候補者名（優先受託候補者以外の事業者名は非公開 ）、評価点の審査結果は、令和８年６月１５日（月）に青森県県土整備部のホームページ上に公表する。


表１.一次審査評価シート

	
	評価項目
	評価ポイント
	配点
	得点

	企業評価
	平成２７年度以降における同種業務※１の実績
	国または青森県その他の公共工事発注機関発注の同種業務※１５件以上
	２.０
	/２.０

	
	
	国または青森県その他の公共工事発注機関発注の同種業務※１１件以上
	１.０
	

	
	
	上記以外
	０.０
	

	
	企業の地域精通度
	令和２年度以降の地域内※２での業務実績あり
	２.０
	/２.０

	
	
	上記以外
	０.０
	

	
	企業の優良建設関連業務表彰の有無
	令和２年度以降の地域内※２での業務実績あり
	２.０
	/２.０

	
	
	上記以外
	０.０
	

	技術者評価
	技術者の保有資格
	技術士（上下水道部門「下水道」または総合技術監理部門「上下水道一般及び下水道」）
	２.０
	/２.０

	
	
	ＲＣＣＭ（下水道）
	１.０
	

	
	技術者の令和２年度以降における同種業務※１の実績※３
	国または青森県そのほかの公共工事発注機関発注の同種業務※１３件以上
	２.０
	/２.０

	
	
	国または青森県そのほかの公共工事発注機関発注の同種業務※１１件以上
	１.０
	

	
	
	上記以外
	０.０
	

	総計
	１０.０




※１同種業務は、下水道管路台帳システム構築または導入業務とする。
※２地域内は、青森県管内（国または青森県その他の公共工事発注機関発注）とする。
※３実績は、管理技術者又は主たる担当技術者としての実績に限る。
そのほか、採点基準は、青森県県土整備部「建設関連業務の総合評価落札方式に関する運用の手引き（試行）（令和７年７月１日以降入札公告の業務に適用）」を準拠する。

　

	

 

審査項目
	評価ポイント
	配点

	基本的事項

	①本業務に対する取り組み方針および業務に関する事前の想定

	業務目的達成のための取り組み方針について、具体的に提示されているか。各工程での事業者と本県の役割分担、工程名称、業務期間、作業内容などが提示され、効率的な工程が組まれているか。またデータ整備業務において、作業量が増する可能性を想定出来ており、スケジュールに反映されているか。
	９

	機能及び内容に関する事項

	①機能および職員の負担軽減の工夫
	工事台帳機能・維持管理機能・	計画支援機能・図面管理機能が十分なだけでなく職員の負担軽減の工夫が提案されているか。職員による情報登録・編集について、外部ファイルが取り込めるなど効率化を考慮した提案であるか
	１２

	②操作性および継続性
	標準的な操作に関して、直感的に操作できるなど、視覚的に分かりやすいシステム提案がされているか。応答性の確保や、快適な操作の実現について提示されているか。
	９

	③追加提案
	他の評価項目で評価の対象とならない具体的かつ効果的な提案を評価する。
	６

	運用・保守に関する事項

	①サポート・保守体制およびバージョンアップ・バックアップ体制
	サービス提供時間、定期保守体制や運用・保守支援内容について提示されているかバージョンアップへの対応について提示されているか。異常や障害発生時の保守対応が提示されているか。データバックアップの実施内容について提案されているか。
	６

	②ランニングコストの抑制
	利用料の発生について抑制の工夫が提案されているか。利用料以外の追加費用発生の可能性と発生ケースについて、具体的に提示され、提案されているか。
	１５

	③追加提案
	他の評価項目で評価の対象とならない具体的かつ効果的な提案を評価する。
	３

	合計点数
	６０


表2.二次審査評価シート

